
 

【主催】 石川県、石川県中小企業労務改善集団協議会 

日時 令和４年９月２０日(火) １３:３０～１５:３５ 

場所 石川県地場産業振興センター本館 第３研修室 
(金沢市鞍月２丁目１番地) 

内容 

第１部：講演 (１３:３５～１４:３５) 

「今後施行される労働基準法等の改正事項について」 

石川労働局労働基準部監督課 

            課長 小谷 一彦 氏 

「最近の労働衛生関係省令等の改正について 

～新たな化学物質管理、石綿規則改正など～」 

石川労働局労働基準部健康安全課 

地方労働衛生専門官 春日  俊  氏 

第２部：制度説明・案内 (１４:４０～１５:３５) 

①事業者向け消費者教育支援事業（石川県消費生活支援センター） 

②男女共同参画事業のご案内（石川県県民文化スポーツ部男女共同参画課） 

③障害者雇用促進シンポジウムのご案内（石川県商工労働部労働企画課） 

④労働委員会事務局からのお知らせ（石川県労働委員会事務局） 

⑤中小企業退職金共済制度（中小企業退職金共済事業本部） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

企業名・所属 

ふりがな  

 

所在地 
〒 

 

役職・肩書 
（無い場合は省略可） 

① 

 

② 

 

③ 

 

参加者氏名    

電話番号  ＦＡＸ番号 
（無い場合は省略可）  

石川県民大学校（教養講座）の単位【１】 を希望する場合はチェックを入れてください ☐ 

  ★申込書に記載いただいた内容は、本セミナーの運営に係る業務及び石川県民大学校の単位認定に係る業務 

以外への使用、第三者への開示・提供を行いません 

受講申込先 

お問い合わせ先 

石川県商工労働部労働企画課 

石川県職業能力開発プラザ 

〒920-0862 金沢市芳斉１丁目 15番 15号 

TEL：076-261-1400 ／ FAX：076-261-1402 

メール：pzinfo@pref.ishikawa.lg.jp 

新型コロナウイルス感染症対策の実施について 

受講者の皆様に安心してセミナーに御参加いただくため、下記事項へのご理解・ご協力をお願いします。 

●マスクの着用：マスクの着用をお願いします。（マスクは各自で御用意ください） 

●検温の実施：受付で検温を実施します。 

（体温が３７.５度以上の方は、受講を御遠慮いただくことがあります。 

●消毒の実施：会場入退場時、手指の消毒をお願いします。（受付に消毒薬を設置します） 

令和４年度ワークセミナー （第１回） 概要 

第１部「今後施行される労働基準法等の改正事項について」 

令和５年４月１日から施行される、中小企業の月６０時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引き

上げ、その他今後２年間に施行が予定されている労働基準法関係等について解説をいただきます。 

「最近の労働衛生関係省令等の改正について～新たな化学物質管理、石綿規則改正など～」 

化学物質や石綿（アスベスト）による労働災害や健康被害を防止するため、各々の規制の内容が近年改正

されました。新たな措置義務など、各々の制度について解説をいただきます。 

第 2部「制度説明・案内」 

石川県及び中小企業退職金共済事業本部が実施・運営している事業や制度について、各担当者より説明を

いただきます。 

参加申込書 

申し込み 

方法 

① 受講申込書に必要事項を記入の上、下記申込先まで郵送・ＦＡＸ・持参 

② 石川県電子申請システムより申請（PC・スマートフォンどちらでも可） 

〔URL: https://s-kantan.jp/pref-ishikawa-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1182〕 

https://s-kantan.jp/pref-ishikawa-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1182

